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公立大学法人北九州市立大学中期目標 

公立大学法人北九州市立大学は、北九州市立大学が有する開学以来の歴史と伝統を継

承するとともに、産業技術の蓄積、アジアとの交流の歴史、環境問題への取組といった

北九州地域の特性をいかし、「地域に根ざし、時代をリードする人材の育成と知の創造」

を目指すこととし、次の基本的な方針を掲げ、これを達成するための中期目標を定める。 

基本的な方針 

１ 選ばれる大学への質的な成長 

大学が学生を選ぶ時代から、大学が学生をはじめ社会に選ばれる時代に移行する中、

第一期中期目標の期間における大学改革の成果を基盤として、教育研究や社会貢献な

どの大学活動の質を一層向上させ、北九州市立大学のプレゼンス（存在感）を高める。 

２ 地域の発展やアジアをはじめとする国際社会の発展への貢献 

グローバル化の進展、アジアの成長、地球環境問題の深刻化、加速する地域主権の

動きなどの時代の潮流を見据え、特色ある大学活動を通じて地域活力の創出に貢献し、

併せて、アジアをはじめとする地球規模での持続可能な社会の発展に貢献することに

より、公立大学としての使命を果たす。 

第１ 中期目標の期間 

   平成２３年４月１日から平成２９年３月３１日までの６年間 

第２ 教育に関する目標 

 １ 学部・学群教育の充実 

学位授与の方針、教育課程の編成・実施の方針、入学者受入れの方針の３つの方針

を明確にし、教育の質の向上に不断に取り組み、コミュニケーションのスキル（技能）

と問題解決力を兼ね備え、かつ、優れた語学運用能力を持つ人材、地域活動をリード

する人材、環境技術に関する専門的な知識を持つ人材など、社会で活躍できる人材を

養成する。 

 ２ 大学院教育の充実 

各研究科・専攻の人材養成上の目的を明確にし、その特性を踏まえた教育内容・方

法の充実に取り組み、産業の高度化、アジアの環境問題の解決、地域の中核的役割な

どを担う高度専門職業人や研究者などを養成する。 

 ３ 学生支援機能の充実 

学生を支援する多様な機能を充実させ、学生の学ぶ意欲や目的意識を向上させると

ともに、社会的・職業的自立ができる力を有する学生を育成する。 

第３ 研究に関する目標 

 １ 研究の方向性 

環境分野における技術開発の促進、既存産業の高度化、次世代産業の創出につなが

る研究、地域やアジアの文化・社会に関する研究などを重点的に推進することにより、

独創的、先端的な研究成果を創出し、産学官の連携などを通じて社会に還元する。 

２ 研究水準の向上 

研究推進体制の整備や競争的研究資金の獲得など、研究活動を促進する環境を充実

させ、人文・社会科学系、理工系分野にわたる大学の研究水準を総合的に高める。 
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第４ 社会貢献に関する目標 

 １ 地域社会への貢献 

地域社会との幅広い連携協力や地域課題への提言などを通じて、地域の活性化に貢

献する。また、公開講座や社会人教育など、各種の大学開放を通じて、市民に対する

多様な学習機会を提供する。 

 ２ 教育研究機関との協同 

国内外の大学などと協同で行う、学術交流、人材育成、環境改善をはじめとした国

際協力などの取組を推進し、地域の教育研究機能の高度化とアジアをはじめとする国

際社会の発展に貢献する。 

第５ 管理運営等に関する目標 

 １ 業務運営の改善及び効率化 

  （１） 大学運営の効率化 

キャンパス間の連携を強化するなど、限られた学内資源を有効に活用することで、

人文・社会科学系と理工系からなる総合大学としての強みをいかした効率的な大学

運営を実現する。 

（２） 事務体制の強化 

優秀な人材の採用と事務職員の適正な配置を計画的に推進し、事務体制を強化す

る。また、事務職員の職能開発を通じて、教員と協働する専門性の高い事務職員を

育成する。 

 ２ 財務内容の改善 

   自主財源の充実や管理的経費の抑制などにより、持続可能で安定的な財務運営を実

現する。 

３ 自己点検・評価、情報提供等 

  （１） 自己点検・評価及び情報提供 

大学活動の達成状況を客観的に検証できる指標に基づいた点検・評価の仕組みを

作り、ＰＤＣＡサイクルを効果的に機能させた大学運営を行う。また、大学活動の

情報を分かりやすく社会に公開し、大学運営の透明性を確保する。 

（２） 大学認知度の向上 

大学の特長を最大限に活用した戦略的かつ効果的な広報活動を展開することによ

り、大学の認知度を高める。 

 ４ その他業務運営 

  （１） 施設・設備の整備 

多様な教育研究のニーズを満たす快適なキャンパス環境を実現する。特に教育 

研究活動に支障を及ぼす老朽化した施設・設備については、中長期の整備計画を立

案し、計画的な整備を図る。 

（２） 法令遵守等 

法令や社会規範の遵守を徹底するとともに、効果的なリスクマネジメントを行い、

公立大学法人として、市民と社会の信頼に応える。 


